
七
尾
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
で
は
、
創
立
40
周
年
を

記
念
し
て
、
シ
ン
ボ
ル
ロ
ー
ド
・
ポ
ケ
ッ
ト
パ
ー
ク

に
時
計
台
（
高
さ
５
ｍ
・
幅
1.2
ｍ
）
の
建
設
を
予
定

し
て
い
ま
す
。
市
民
の
憩
い
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
名

称
を
募
集
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

応
募
方
法

官
製
は
が
き
に
時
計
台
の
名
称
、氏
名
、

年
齢
、
職
業
を
明
記
の
う
え
応
募
。
Ｆ
Ａ
Ｘ
可
。

応
募
締
切

８
月
25
日
（
木
）

☆
時
計
台
の
模
型
を
の
と
共
栄
信
用
金
庫
本
店
に
展

示
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
応
募
先
・
お
問
い
合
わ
せ
は

七
尾
市
三
島
町
７
０
番
地
１

七
尾
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ

53
―
２
４
６
４
　

53
―
８
０
６
０

対
象
者

犬
の
登
録
、
狂
犬
病
予
防
注
射
を
受
け

た
犬
（
生
後
４
ヶ
月
か
ら
１
歳
前
後
）

と
飼
い
主

日
　
　
時

９
月
４
日
、
11
日
、
18
日
（
日
）

１
部
　
９：

30
〜
10：

15

２
部
　
10：

45
〜
11：

30

会
　
　
場

七
尾
市
役
所
会
議
室
及
び
周
囲

内
　
　
容

犬
が
号
令
を
覚
え
る
仕
組
み
、
犬
の
ス

ト
レ
ス
反
応
、
ほ
め
て
育
て
る
犬
の
し

つ
け
方
、横
に
つ
け
て
歩
く
練
習
な
ど
。

定
　
　
員

各
部
5
名
（
計
10
名
）
先
着
順

申
込
期
間

８
月
22
日
〜
29
日

※
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
は

環
境
課
　
環
境
保
全
係
　

53
―
８
４
２
１

毎
年
11
月
に
開
催
す
る
七
尾
市
美
術
展
覧
会
は
、

今
回
は
七
尾
市
及
び
中
能
登
町
で
活
動
し
、
中
央
展

等
に
実
績
の
あ
る
作
家
の
方
々
の
秀
作
を
展
示
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

一
般
公
募
は
行
わ
な
い
の
で
、ご
了
承
く
だ
さ
い
。

会
　
　
期

11
月
３
日
（
祝
）
〜
６
日(

日)

会
　
　
場

石
川
県
七
尾
美
術
館
　

部
　
　
門

日
本
画
、
洋
画
、
彫
刻，

工
芸
、
書
、

写
真

※
お
問
い
合
わ
せ
は

石
川
県
七
尾
美
術
館
　

53
―
１
５
０
０

地
元
で
採
れ
た
安
心
野
菜
、
お
す
す
め
の
食
べ
物

や
飲
み
物
、自
作
の
ア
ー
ト
や
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
な
ど
。

出
店
者
も
大
募
集
！
初
め
て
の
方
は
無
料
で
す
！

日
　
　
時

８
月
13
日
（
土
）
・
14
日
（
日
）

17：

00
〜
21：

00

８
月
28
日
（
日
）
10：

00
〜
15：

00

場
　
　
所

中
心
市
街
地
御
祓
川
　
亀
橋
〜
泰
平
橋

☆
13
日
・
14
日
は
真
夏
の
夜
の
能
路
市
場
で
す
！

13
日
は
御
祓
川
ま
つ
り
と
同
時
開
催
！

※
お
問
い
合
わ
せ
は

情
報
処
し
る
べ
蔵

＆

52
―
１
２
３
１

◎平成17年７月１日より制度が拡大されました。

※改正内容

※通院にかかる医療費に薬剤（保険適用分）も該当します。

【申請方法】
満６歳の４月１日から満９歳に到達後最初の３月31日ま

での入院にかかる医療費助成の申請については、領収書、印
鑑、保険証、振込口座のわかるものをご持参ください。
申請の期間は、入院より１年以内です。
受給資格証は発行いたしません。

【助 成 額】
高額療養費及び家族療養附加金がある場合は、助成額から

控除されます。

※平成17年７月１日以降の入院より該当します。６月から７月にか
けて入院された場合は、７月１日以降の入院費が該当になります。

※振込口座は、父か母名義で郵便局はできません。

現行制度 改 正 後

制　度　名 七尾市乳幼児医療費助成制度 七尾市子ども医療費助成制度

対 象 年 齢

入院　０歳児から就学前児童

通院　0歳児から就学前児童

０歳から満９歳に到達の入院　年度の３月31日まで

通院　変更なし

自己負担額 月額　1,000円 変更なし

所 得 制 限 児童手当法の所得制限に準ずる 変更なし

支 払 方 法 申請月の翌月末に指定口座に振り込み 変更なし

《お問い合わせ先》
健康福祉部　　子育て支援課　　 53－8419
田鶴浜支所　　民生課　　　　　 68－6612
中島支所　　　民生課　　　　　 66－2342
能登島支所　　民生課　　　　　 84－1110
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